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中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）国内発生を想定した医療機関における基本的な対応について

医療機関
保健所 322-6789
平日夜間・休日は区役所守衛室経由で保健所

厚生労働省

神戸市立医療センター
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移送車が到着するまでの待機

○患者情報の記録（渡航先、ヒトコブラクダとの接触状況、MERSが疑われる患者
との接触状況、病状経過等）

○患者の病状管理
○感染防止対策（飛沫感染予防策）
・患者は、他の患者との接触がない場所で待機。
・呼吸器衛生・咳エチケットを含む標準予防策を徹底し対応 。

○接触者の健康観察 ○患者がいた場所を適宜実施
○患者病状経過等引き継ぎ

移送車到着時

保健所
移送車

移送後 検査実施の場合
・神戸市立医療センター中央市民病院より、
検体（咽頭ぬぐい液）採取
・健康科学研究所 ・国立感染症研究所へ検体送付

厚生労働省

消毒

神戸市保健所

＜ＭＥＲＳ疑似症患者の定義＞ （神戸市版 フロー図 参照）

以下のア、イ又はウのいずれかに該当し、かつ、他の感染症又は他の病因によることが明らか
でない患者には、MERS疑似症患者と取扱い下記の流れで対応を行う。

ア ３８℃以上の発熱及び咳を伴う急性呼吸器症状を呈し、臨床的又は放射線学的に肺炎、ARDS
などの実質性肺病変が疑われる者であって、発症前１４日以内に対象地域（※）に渡航又は
居住していたもの

イ 発熱を伴う急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前１４日以内に対
象地域（※）において、医療機関を受診若しくは訪問したもの、MERSであることが確定した者と
の接触歴があるもの又はヒトコブラクダとの濃厚接触歴があるもの

※対象地域：アラビア半島又はその周辺諸国（サウジアラビア・アラブ首長国連邦・イエメン・
オマーン・カタール・ヨルダン・クウエート）

ウ 発熱又は急性呼吸器症状（軽症の場合を含む。）を呈する者であって、発症前１４日以内に、
対象地域か否かを問わず、MERSと診断された者及びＭＥＲＳと疑われる患者を診察、看護
若しくは介護していたもので日常的に患者と接触（2ｍを目安とする距離）する機会があった者、
MERSが疑われる患者と同居（当該患者が入院する病室又は病棟に滞在した場合を含む。）して
いたもの又はMERSが疑われる患者の気道分泌液若しくは体液等の
汚染物質に直接触れたもの
なお、医療従事者であっても標準的な感染防護具（サージカルマスク、手袋、眼の防護具、ガウ
ン）を適切に着用していたものは、これに含まれない。 （エアゾル発生の可能性が考えられる場
合は、Ｎ９５マスク着用）

※上記に該当する者から電話の問合せがあった場合は、神戸市保健所へ連絡するよう要請する。


